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お
　
　
礼

ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

募
　
　
集

の
「
は
り
紙
」
や
「
は
り
札
」
な

ど
の
屋
外
広
告
物
の
一
斉
除
却
・

指
導
の
作
業
を
行
い
ま
す
。

　

美
し
い
街
並
み
の
た
め
に
皆
さ

ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

〈
屋
外
広
告
物
の
主
な
ル
ー
ル
〉

①	

広
告
を
出
せ
な
い
地
域

　
（
禁
止
地
域
）
が
あ
り
ま
す

　

第
一
種
・
第
二
種
低
層
住
居
専

用
地
域
、
高
速
自
動
車
国
道
、
河

川
区
域
、
都
市
公
園
な
ど
に
は
広

告
が
出
せ
ま
せ
ん
。

②	

広
告
を
出
せ
な
い
物
件

　
（
禁
止
物
件
）
が
あ
り
ま
す

　

橋
、
ト
ン
ネ
ル
、
信
号
機
、
火

災
報
知
器
、
郵
便
ポ
ス
ト
、
道
路

標
識
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
、
街
路
樹

な
ど
に
は
掲
出
で
き
ま
せ
ん
。

③	

許
可
が
必
要
と
な
る
地
域
（
許

可
地
域
）
が
あ
り
ま
す

　

都
市
計
画
区
域
、
国
道
及
び
一

部
の
県
道
な
ど
の
両
側
１
０
０
ｍ

以
内
の
区
域
な
ど
で
広
告
を
出
す

と
き
は
、
許
可
が
必
要
で
す
。

④	

県
内
で
屋
外
広
告
業
を
営
む
場

合
は
、
業
登
録
が
必
要
で
す

　

県
内
で
営
業
を
行
う
場
合
は
、

登
録
が
必
要
で
す
。
未
登
録
や
、

違
反
業
者
は
条
例
に
よ
っ
て
罰
せ

ら
れ
ま
す
。

◇
屋
外
広
告
の
広
告
主
及
び
広
告

業
者
の
皆
さ
ん
へ

　

広
告
を
出
さ
れ
る
と
き
は
、
最

寄
り
の
土
木
事
務
所
（
※
高
知
市

内
は
高
知
市
役
所
）
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
県
内

で
屋
外
広
告
物
業
を
営
む
方
は
、

登
録
が
必
要
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

中
央
西
土
木
事
務
所
維
持
管
理
課

☎
８
９
３-

２
１
１
４

　

県
都
市
計
画
課
Ｈ
Ｐ（
屋
外
）

　
http://w

w
w

.pref.kochi.lg.jp/

soshiki/171701/okugai.htm
l

募
集あか

ち
ゃ
ん
・
子
ど
も
が　

好
き
な
方
を
大
募
集
！　

　

『
母
子
保
健
推
進
員
』
を
知
っ

て
い
ま
す
か
？
母
子
保
健
推
進
員

は
地
域
の
身
近
な
子
育
て
支
援
者

で
す
。

　

活
動
内
容
と
し
て
は
、
町
が

行
っ
て
い
る
乳
幼
児
健
診
や
育
児

相
談
で
の
身
体
計
測
や
お
子
さ
ん

の
見
守
り
の
お
手
伝
い
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
子
育
て
中
の
親
子
と
ふ

れ
あ
い
、
成
長
を
見
守
る
や
り
が

い
の
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

　

地
域
ぐ
る
み
で
子
育
て
支
援
活

動
を
行
い
、
安
心
し
て
子
育
て
で

き
る
町
を
目
指
し
、
10
月
中
旬
か

ら
５
回
コ
ー
ス
で
母
子
保
健
推
進

員
養
成
講
座
の
開
催
を
予
定
し
て

い
ま
す
（
全
５
回
の
受
講
が
必
要

で
す
）
。

　

詳
し
い
日
程
や
内
容
な
ど
に
つ

い
て
は
、
９
月
広
報
に
掲
載
し
ま

す
。
そ
の
他
、
母
子
保
健
推
進
員

に
関
す
る
こ
と
は
、
左
記
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）
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募
集第24

回
森
木
敏
雄
旗
争
奪
ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
大
会（
ス
ロ
ー
ピ
ッ
チ

大
会
）出
場
チ
ー
ム
募
集

▼
日
時

　

９
月
10
日（
日
）

　

８
時
30
分
～

※
予
備
日
／
９
月
17
日（
日
）

▼
場
所

　

い
の
町
総
合
運
動
場
野
球
場

▼
参
加
料

　

１
チ
ー
ム　

２
，０
０
０
円

▼
主
催

　

い
の
町
体
育
会

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

９
月
１
日（
金
）
19
時
ま
で
に
、

い
の
町
体
育
会
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部

片
岡
ま
で
電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

☎
０
８
０-

６
３
８
３-
６
２
５
７

8月から高額介護サービス費の基準が変わります。

▪高額介護サービス費とは？

▪どんな改正が行われるの？

　介護サービスを利用する場合
にお支払いいただく利用者負担
には月々の負担の上限額が設定
されています。１ヵ月に支払っ
た利用者負担の合計が上限を超
えたときは、超えた分が払い戻
される制度です。

　高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平や、
負担能力に応じた負担をお願いする観点から、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方の負担の
上限が37,200 円（月額）から44,400 円（月額）に引き上げられます。
　ただし、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65 歳以上の方（サービスを
利用していない方を含む。）の利用者負担割合が１割の世帯は、年間446,400 円（37,200 円×12 ヶ月）
の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。（3 年間の時限措置）

▼以下の要件が新しく追加されます。

対象となる方 7月までの負担
の上限（月額） 8月からの負担の上限（月額）

現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400円（世帯） 44,400円（世帯）

世帯のどなたかが町民税を課税され
ている方 37,200円（世帯）

44,400円（世帯）見直し
※同じ世帯の全ての65歳以上の方（サービスを利

用していない方を含む。）の利用者負担割合が1
割の世帯に年間上限額（446,400円）を設定

世帯の全員が町民税を課税されていない方 24,600円（世帯） 24,600円（世帯）
前年の合計所得金額と公的年金収入
額の合計が年間80万円以下の方等

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

生活保護を受給している方等 15,000円（個人） 15,000円（個人）
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指

し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担額の上限額を指します。

■問い合わせ　ほけん福祉課高齢福祉係（すこやかセンター伊野内）　☎８９３－３８１０


